
(被 告 らの主張 )

推薦委員会 は飽 くまで推薦権 を有 しているにすぎないか ら,推薦委員会

の任用手続が進 め られていれば,特任教員 に任用される高度の蓋然性があ

るとはいえない。

(4)争 点 4(被 告井形及び被告池島が,原告の特任教員任用 申請 を妨害 した

として,不 法行為責任 を負 うか)について

(原告の主張 )

ア 原告は ,手続上,特任教員への任用 を申請する権利 を奪われ ,精神的

苦痛 を被った。

イ 被告井形は ,平成 24年 10月 15日 ,原告の研究室 を訪れ ,「 今後の

授業の件 については,カ リキュラム委員会の議を経て教授会で決定され

ることにな っています。カ リキュラム委員会 として全員の総意で,六 つ

の項 目で授業計画 を認め難いということにな りました」 と述べ ,カ リキ

ュラム委員会の反対 を理 由に推薦委員会 に上程する ことを拒否 し,特任

教員の任用 申請 を辞退す るよ う要請 してきた。

被告井形は,同 月 16日 ,原告 にメール を送信 し,カ リキュラム委員

会が原告の授業計画 を認めない ことが 「授業計画書の不備」 に該当す る

との強引な解釈 をした上で ,「 徳永学長は過去 の事例 において も,推薦委

員会が書類上の 「不備」がある候補者の受理 はしてお らず ,当 然 ,推薦

委員会の開催 も不可能である,と の回答が出されま した」 と述べ,原告

の特任教員の任用手続 を進めてい くことは不可能で あると結論づけた。

特任教員の任用規定 において も,授業計画 をカ リキュラム委員会が同

意することな ど要件 とはされてお らず ,授業担当計画 につ いては,学音5

長が教務委員長及び対象者 と協議 の上,推薦委員会 に提出す るとの定め

があるにすぎない。ま してや ,カ リキュラム委員会が原告 の授業計画 を

認 めない ことが 「授業計画書」 の不備 に当た るといった解釈 は到底な り
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